
鈴鹿亀山道路都市計画決定 (R3.2.16)Information
都市計画決定の概要
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地域高規格道路への指定

環境影響評価の手続

方法書の作成

配慮書の作成
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方法書の公告・縦覧

H27.3.17

都市計画の手続

配慮書の公表

H16.3

都市区域、都市マスタープラン
への位置づけ

三重県都市区域マスタープラン

H11.3

H16.2
亀山市都市マスタープラン

鈴鹿市都市マスタープラン

広域道路整備基本計画に
位置付け

地域高規格道路
「候補路線」に指定

地域高規格道路
「計画路線」に指定

地域高規格道路
「調査区間」に指定

都市計画の概略の案を決定

構想段階PI(※1)手続

有識者委員会(※2)

(H25.7.26～H27.9.3)

100人協議会(※3)

(H25.9.1～H26.2.9)

概略計画（ルート帯）の決定
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都市計画の手続

都市計画素案の住民説明会

都市計画素案のパブリックコメント

都市計画決定
(都市計画の告示・縦覧）

都市計画案の作成

都市計画の素案を作成

環境影響評価の手続

評価書の作成

準備書の作成

都市計画案・環境影響評価準備書の公告・縦覧

都 市 計 画 審 議 会（鈴鹿市、亀山市、三重県）

H31.2.26～27

H31.2.28～3.29

R1.10.23

R2.11.11、11.18、12.23

R3.2.16 R3.2.16

評価書の公告・縦覧

整備手法の検討

事業化

現地測量

詳細設計

用地幅杭設置

用地買収

工事

供用

準備書の説明会

R1.11.14～15

幅　　員：19.5m～20.5m
車  線  数：4車線

構想段階から

計画段階へ

区　　間：鈴鹿市野辺町から亀山市辺法寺町まで
延　　長：約10.5km
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鈴鹿亀山道路都市計画図より ( 亀山市部分 )

　事業の計画づくりの初期
段階から、県民等に情報提
供し、広く意見を聞いた上
で計画に反映する県民参加
手法。

　公正中立な立場である有
識者をもって構成され、計
画について助言、評価を行
う委員会

　県民参加型の意見交換会

県道辺法寺加佐登停車場線

県道名越長明寺線

種　　別：自動車専用道路
設計速度：80km/h

※1

※2

※3

（仮称）川崎下庄線 IC
　　⬇

鈴鹿亀山道路

※関連する都市計画道路の主な変更内容

市道能褒野西線

■（都）川崎下庄線
　変更内容：起点の延伸
■（都）鈴鹿中央線
　変更内容：幅員の変更

■（都）加佐登鼓ヶ浦線
　変更内容：起点の延伸
■（都）北勢バイパス
　変更内容：構造形式の変更


